
奈良県鉄道駅バリアフリー整備事業補助金交付要綱 

                                                          

施行 平成２４年４月 １日 

 改正 平成２６年５月２０日 

改正 平成２９年６月２２日 

 改正 令和 ３年４月 １日 

 

（趣 旨） 

第１条 知事は、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例（平成７年３月奈良県条例第３０号）及び奈良

県交通基本戦略（平成２３年３月）に基づき、障害者、高齢者等をはじめとする全ての人々にとって

安全で快適な移動の円滑化に配慮された鉄道駅の整備を促進するため、鉄道事業者に対し、予算の範

囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奈良県補助金等交付規則（平成８年

６月奈良県規則第８号、以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

                                                                           

（定 義） 

第２条 この要綱において「鉄道事業者」とは、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第３条の規定

により国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。 

２ この要綱において「大規模な改良を行う駅」とは、全ての本線の高架式構造又は地下式構造への変

更に伴う鉄道駅の改良、移設その他全面的な改良を行う駅をいう。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表１に定める補助対

象施設を設置するため鉄道事業者が奈良県内に所在する既存の鉄道駅（大規模な改良を行う駅を除

く。）において行う、別表２に定める事業とする。 

 

（補助金の額） 

第４条 県が交付する補助金の額は、別表１に定める補助対象経費に別表２に定める補助率を乗じて得

た額以内とし、その額が同表に定める補助金の限度額を超えるときは、当該限度額とする。 

 

（補助金交付申請） 

第５条 鉄道事業者（以下「補助対象事業者」という。）が補助金の交付を申請する場合は、補助金交付

申請書（第１号様式）及び次に掲げる書類を、知事が別に定める時期までに知事に提出しなければな

らない。 

（１）  補助対象事業等に係る事業計画書（第２号様式） 

（２） 補助対象事業等に係る収支予算書（第３号様式） 

（３） 工事の実施にあっては、その実施計画書 （第４号様式） 

（４） その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の決定及び通知） 

第６条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行



い、交付決定通知書（第５号様式）により補助対象事業者に対し、通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第７条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、交付決定変更申請書（第

６号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除く。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第８条 知事は前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定の変

更を行い、交付決定変更通知書（第７号様式）により補助対象事業者に対し、通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、

交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（状況報告） 

第１０条 補助対象事業者は、知事の要求があった場合には、速やかに状況報告書（第８号様式）を知

事に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告

書にその理由を付して事業年度の３月１０日までに知事に提出しなければならない。 

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年度第２四半期終了後、速やかに

状況報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経過した日又は当

該年度の３月３１日のいずれか早い日までに完了実績報告書（第９号様式）を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 知事は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合であって、その報告に係る補助対象事

業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（第１０号様式）により補助対象事業者に通知するもの

とする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 補助対象事業者は、県から補助金の支払いを受けようとするときは、補助金支払請求書（第

１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 



（事業の中止等） 

第１４条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止し、廃止し、又は譲渡を行おうとする場合は、その

旨を記載した書面を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（補助金の整理） 

第１５条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、

他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する

日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第１６条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場

所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければなら

ない。 

 

（帳簿等の保存） 

第１７条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める期間保存しておかなければな

らない。 

一 取得財産等の得喪に関する書類 

二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

２ 前項で規定する期間は、補助対象事業者が補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のう

ち処分を制限する財産及び補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平

成２２年国土交通省告示第５０５号）に定めるところによる。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１８条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者

の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１９条 補助対象事業者は、取得財産等（規則第２０条により知事が定める財産に限る。）について、

補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案

して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、知事の承認を受けないで処分（補助金等の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。）をしては

ならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書（第１２号様

式）を提出して知事の承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の処分時から財産処

分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分に

より補助対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を県

に納付させることとする。 



 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則     

この要綱は、平成２６年５月２０日から施行する。 

 

附 則     

この要綱は、平成２９年６月２２日から施行する。 

 

附 則     

この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 

 

  



別 表 １ 

 

補 助 対 象 施 設 補 助 対 象 経 費 

○通路 等 

通路、エレベーター、傾斜路、階段 

○視覚障害者用 

誘導ブロック 

○案内設備 等 

○便所 

○改札口 

○乗降場 

○その他旅客用設備 

乗車券等販売所、待合所、案内所 

乗車券等販売所 

障害者・高齢者等の休憩の用に供する設備 

 

ただし、エレベーターを設置することが困難な場合

は、エスカレーター又は他の昇降機をもってこれに

代えることができる。この場合、エレベーターと同

様の補助を行う。 

 

○本工事費 

補助対象施設に要する資産の購入を含む

ものとする。 

○附帯工事費 

補助対象施設の整備に伴う建物の改修等

（通路、階段等の新設、移設及び改築等）

に直接要した費用で、本工事を実施するた

めの仮設工事に直接要した費用を含むも

のとする。 

○補償費 

補助対象施設の整備による物件の移転等

に伴う補償に直接要した費用とする。 

○事務費 

補助対象経費の区分に定める工事等に要

する設計費及び工事監理費とする。 

 （注） 

１．補助対象施設の整備については、奈良県住みよい福祉のまちづくり条令施行規則平成７年

７月奈良規則第１２号）に定める整備基準に適合するか、又は同等以上の効果を満たす

ものであること。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 ２ 

 

 

     補助対象事業 

 

        補助金の額 

 

    補助金の限度額 

 

 （１）利用者数３，０００人／日以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

① エレベーターの整備 

 

 

補助対象経費の１／６の範囲

内の額 

補助対象施設１基あたり 

   １２，５００千円 

 

 

② エレベーターを除く

設備の整備 

 

補助対象経費の１／６の範囲

内の額 

補助対象駅について 

    ２，５００千円 

 

 

 

 （２）利用者数３，０００人／日未満 

 

 

③   エレベーターを除く

設備の整備 

補助対象経費の１／２の範囲

内の額 

 

 

補助対象駅について 

    ２，５００千円 

 

  （注） 

１．補助要件の利用者数３，０００人／日以上については、地域公共交通確保維持改善

事業実施要領（平成２３年４月、国総計第５号）に定める要件を満たすものも含む。 

２．補助金の額については、１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 


